
 有田市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  令和７年３月31日 

 

 

有田市長 玉 木 久 登 

 

 

有田市訓令第18号 

 

有田市産後ケア事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 

有田市産後ケア事業実施要綱（令和５年訓令第11号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第３号とす

る。 

第５条第１項中「第３号」を「第２号」に改め、同条第２項中「第４号」を「第３号」に

改める。 

第８条第２項を削る。 

第10条の見出しを「（自己負担額）」に改め、同条中「利用者負担金を世帯区分に応

じ、」を「自己負担額を」に改め、同条ただし書を削り、同条に次の２項を加える。 

２ 利用者は、申請により、前項の規定にかかわらず、別表に定める減免後自己負担額を世

帯区分に応じ、事業者に支払うものとする。 

３ 生活保護世帯については、自己負担額を無料とする。 

第11条第２項を次のように改める。 

２ 委託料の支払は、別途締結する有田市産後ケア事業業務委託契約書に定めるとおりとす

る。 

別表を次のように改める。 



 

別表（第10条関係） 

事業の種類 自己負担額 減免後自己負担額 

世帯区分 

市民税課税世帯 市民税非課税世帯 

訪問型 

 

1,200円 600円 ０円 

日帰り型 

（２時間以内） 

1,000円 500円 ０円 

日帰り型 

（３～４時間） 

2,000円 1,000円 500円 

日帰り型 

（７時間） 

3,600円 1,800円 900円 

宿泊型 

（24時間） 

10,000円 5,000円 2,500円 

連泊 

（１日につき） 

5,000円 2,500円 1,500円 

備考１ 日帰り型（７時間）、宿泊型（24時間）及び連泊（１日につき）の自己負担額に

は食費が含まれるものとする。 

備考２ 世帯区分については、子どもの誕生月が４月から６月の場合は前年度の市民税額

を、７月から翌年３月の場合は当年度の市民税額を算定基礎とする。 



様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 

 



 

 

 



様式第４号及び様式第５号を次のように改める。 

 



 

 

付 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 


